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１． 計画の策定に当たって 
 
行政機関は、意思決定および業務遂行を適正かつ円滑に行うとともに、その活動

記録である公文書を広く公開し、「説明責任」を果たしていかなければなりません。 
本区では、これまで練馬区文書管理規程等に基づいて公文書を管理するととも

に、練馬区情報公開条例（以下「情報公開条例」という。）に基づき、その公開や情

報の公表・提供に努めてきました。 
一方、区が果たすべき「説明責任」は、現在の区民だけではなく、将来の区民に

対しても負っているものです。この視点でとらえると、公文書は、職員が業務で利用

するためだけでなく、その多くが区政の主要な活動を跡付けるもので、区民の共有

財産として将来にわたって残すべき資料（以下「歴史的資料」という。）でもあります。

しかしながら、多くの自治体と同様に、本区においても、公文書を歴史的資料という

視点から収集・管理し、利活用につなげる仕組みについては、これまで十分ではあ

りませんでした。 
そこで、本区では、国※や他自治体の動向を踏まえながら、歴史を持つ基礎自治

体としての区政資料管理体制を一層充実させるために、以下の基本方針のもと、歴

史的資料の「収集・管理」、区民による歴史的資料の「利活用」、それらを支える「基

盤・体制」の 3 つの視点から、区政資料管理の新たな仕組みを検討し、区政資料管

理整備計画（以下「計画」という。）を策定しました。 
 

《基本方針》 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※国の動向：国は省庁ごとに管理されてきた公文書等の適切な保存と利用を図り、現在およ
び将来の国民への説明責任を果たすことなどを目的に、平成 21 年（2009 年）7 月 1 日、公
文書等の管理に関する法律(平成 21 年法律第 66 号)を制定・公布しました。この法律は、国
の行政機関や独立行政法人等に適用されるもので、公布の日から 2 年以内に政令で定める
日から施行することとされています。 

地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正管理に関する必
要な施策の策定と実施に努めるものとされています。 

公文書（刊行物等を含む。）のうち、歴史的資料として重要なもの

を体系的に収集・管理し、区民共有の財産として継承、利活用するこ

とで、より一層透明で開かれた区政経営を実現する。 
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２． 区政資料管理の現状と課題 

２．１ 現状 
これまで本区では、練馬区文書管理規程等に基づき、職員が職務上作成し、ま

たは取得した保存年限満了前の公文書（以下「現用文書」という。）の適正な管理に

努めるとともに、情報公開条例に基づき、現用文書の公開を積極的に推進してきま

した。 
しかし、保存年限が満了した公文書（以下「非現用文書」という。）のうち、歴史的

資料として重要なものに関しては、「文書事務の手引」において情報公開課に引き

継ぐことが記載されているのみであり、写真やフィルム等を含めた歴史的資料の選

別基準や移管の方法等については明確な仕組みがありませんでした。このため、職

員の歴史的資料に対する認識も十分ではありませんでした。 
あわせて、区民が歴史的資料を利活用できる仕組みも整備されておらず、区史

編さん等の際に収集した資料等についても、その整理が不十分なため、検索や利

用が困難となっています。 
このように現状では、歴史的資料の収集・管理・利活用に関する明確な仕組みが

ないため、それらを支えるべき組織体制や関連する情報システムについても不十分

となっています。 
 

２．２ 課題 
区政資料管理の現状を踏まえ、基本方針を実現するための課題を、以下の 3 つ

の視点から整理しました。 
・ 歴史的資料の「収集・管理」の視点 
・ 区民による歴史的資料の「利活用」の視点 
・ それらを支える「基盤・体制」の視点 
 

① 収集・管理 
・ 歴史的資料の選別基準や移管の具体的な方法等に関する仕組みを新たに整

備する必要があります。 
・ 将来にわたり歴史的資料を適切に管理する必要があることから、紙文書および

電子文書の長期保存対策が必要となります。 
・ 区史編さん等の際に収集した資料、地図、写真等を早急に整理する必要があり

ます。 
 

② 利活用 
・ 区民へのサービス提供方法等、歴史的資料の利活用の仕組みを新たに整備す

る必要があります。その際には、現用文書の管理と同様に個人情報を適正に取り

扱う必要があります。 
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・ 情報公開条例に基づく、公文書公開請求、情報提供等の利用窓口として「区民

情報ひろば」が設置されていますが、歴史的資料については、利用窓口が明確

ではありません。そのため、「区民情報ひろば」や区立図書館等、他の公共施設

との連携を含め、歴史的資料の利用窓口のあり方を検討する必要があります。 
 

③ 基盤・体制 
・ 職員の歴史的資料に対する認識が不十分な状況では、公文書を作成し、取得し

管理する各部署（以下「所管課」という。）で必要以上に保存年限の延長が行わ

れたり、保存年限の満了とともに画一的に廃棄されたりするなど、歴史的資料の

移管が進まないことが懸念されます。このことは、歴史的資料の保管状況や所在

の把握を困難にし、散逸の危険性を高めるという問題にもつながります。そのた

め、歴史的資料を保存する目的や価値、移管後の管理・利活用の方法を明確に

し、職員の意識改革や認識の共有を図る必要があります。 
・ 情報公開課が情報公開、個人情報保護等の業務や区史編さん等の際に収集し

た資料、地図、写真等の管理に利用している情報公開室は老朽化が進み、耐震

基準上の問題等があり、書庫にも余裕がなくなっています。今後、歴史的資料の

移管量が増加した場合には、職員の体制面も含め、対応が困難となる状況が考

えられるため、歴史的資料を管理する施設のあり方について検討する必要があり

ます。 
・ 現在の文書管理システムは、歴史的資料の取扱いが考慮されていないため、文

書の登録や保存年限満了時に歴史的資料を選別したり、移管目録を作成したり

することができず、歴史的資料を管理する機能もありません。また、情報公開シス

テムにおける文書目録も文書管理システムの目録をもとに作成されており、目録

検索の対象は現用文書となっています。そのため、歴史的資料の収集・管理・利

活用の観点から、関連する情報システムのあり方について検討する必要がありま

す。 
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３． 区政資料管理のあるべき姿 
 
本区の現状と課題を踏まえ、基本方針の実現に必要な目標を具体化し、区政資

料管理のあるべき姿として整理しました。 
 

図 1 区政資料管理のあるべき姿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利活用

 
 

基盤・体制

収集・管理

・ 持続可能な歴史的資料の移管

・ 資料を長期間管理する仕組みの
整備

・個人情報の適正な管理

・区民の利活用しやすさの向上

基本方針の実現

・ 専管組織の設置 ・ 資料保存環境・情報システムの整備

・ 選別基準等規程類の整備 ・ 職員間の認識共有
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① 収集・管理 
歴史的資料の適正な収集・管理を実現するため、以下の目標を設定します。 

・ 持続可能な歴史的資料の移管 
関係規程の整備を含めた、確実で持続可能な資料移管体制を確立します。 

・ 資料を長期間管理する仕組みの整備 
資料の散逸・紛失・劣化を防止し、長期にわたって資料の管理を確実に行うこと

ができるような仕組みを整備します。 
 

② 利活用 
歴史的資料の活発な利活用を図るため、以下の目標を設定します。 

・ 個人情報の適正な管理 
個人情報等プライバシー侵害のおそれがある資料等を適正に取り扱います。 

・ 区民の利活用しやすさの向上 
利用窓口の整備とサービス内容の充実により、利活用しやすい環境をつくりま

す。 
 

③ 基盤・体制 
「収集・管理」や「利活用」の目標達成を支える基盤・体制として、以下の目標を設

定します。 
・ 専管組織の設置 

これまでの歴史的資料の受動的な収集・管理・利活用体制を改め、積極的な収

集・管理・利活用体制を整備します。 
・ 資料保存環境・情報システムの整備 

長期にわたって歴史的資料を体系的に整理し管理できる環境や、所蔵資料を迅

速に検索できる情報システム等を整備します。 
・ 選別基準等規程類の整備 

保存すべき歴史的資料を選別するための基準・手続等を明確にし、収集から管

理、利活用までの一連の仕組みに必要な規程類を整備します。 
・ 職員間の認識共有 

透明性のある行政運営の実現や歴史的視点を意識した業務遂行について、職

員間で認識を共有します。 
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４． 区政資料管理の新たな仕組み 
 
基本方針の実現に向けて、公文書の作成から廃棄までに至る過程に配慮しなが

ら、非現用文書を中心に、区政資料管理の新たな仕組みを整理しました。なお、現

用文書については、これまで所管課がそれぞれ管理する仕組みのもとで、情報公

開制度も適切に機能してきたため、この管理方法を活用します。 
また、刊行物や区史編さん等の際に収集した資料等についても、新たな仕組み

のもとで歴史的資料として管理します。なお、情報公開条例における区長部局以外

の実施機関（教育委員会、選挙管理委員会、監査委員および農業委員会ならびに

議会）に対しても、歴史的資料の移管を求めていくこととします。 
 

４．１ 収集・管理 
歴史的資料の収集・管理の視点から設定した 2 つの目標を達成するために、以

下のような仕組みの実現を目指します。 
なお、歴史的資料として収集する資料は、職員が職務上作成し、または取得した

文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によって認識することができない方式で作成された記録をいう。）とします。 
 

確実で持続可能な歴史的資料
の移管

確実で持続可能な歴史的資料
の移管

資料を長期間確実に管理する
仕組みの整備

資料を長期間確実に管理する
仕組みの整備

① 歴史的資料の選別・移管
方法

① 歴史的資料の選別・移管
方法

② 歴史的資料の選別基準② 歴史的資料の選別基準

③ 歴史的資料の管理方法③ 歴史的資料の管理方法

④ 長期保存方法・環境④ 長期保存方法・環境

【目標】 【仕組み】

 
 

① 歴史的資料の選別・移管方法 
【考え方】 

歴史的資料の確実で持続的な選別・移管のために、職員の作業効率に配慮する

とともに、専管組織と所管課の双方の視点により、歴史的資料の選別を行います。 
【具体的な内容】 
・ 国の文書管理の今後の在り方等の検討を行うために設置された「公文書管理の

在り方等に関する有識者会議」（内閣官房 平成 20 年 11 月 4 日最終報告）でも

望ましいとされた方法を踏まえ、専管組織だけでなく所管課も移管の判断に関与

し、連携して選別作業を実施します。本区において歴史的資料の選別は初めて
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となるため、所管課における選別は、当初は選別担当者を中心に行い、歴史的

資料に対する認識が成熟した段階で各職員へ判断を移していきます。 
・ 次期文書管理システム（平成26年度に更新予定）においては、文書作成時に歴

史的資料の選別区分を登録できるような機能を追加し、保存年限満了時の選別

に活用していきます。 
・ 歴史的資料は、現用文書の廃棄と同様に文書単位で選別します。 
・ 移管作業は、廃棄処理や保存年限延長の処理の流れにあわせて効率的に実施

できるように、業務内容および業務の流れを設定します（⇒詳細は、14 頁の資料

1 に記載しています。）。 
 

② 歴史的資料の選別基準 
【考え方】 

歴史的資料か否かを的確に判断するために、選別作業時に実効性のある選別

基準を設け、そのうえで選別作業を円滑に実施するための工夫を行います。 
【具体的な内容】 
・ 選別基準は、本区全体の統一的なものとし、対象文書の概要を記述した緩やか

なものを設定し、定期的な見直しを行います（⇒詳細は、16 頁の資料 2 に記載し

ています。）。 
・ 歴史的資料収集の基本的な考え方を示し（移管対象外文書の明示、意思形成

過程に関する文書を含めた同一または関連事案における複数文書の一括収集

等）、所管課と協議しながら収集範囲の明確化を図ります。 
 

③ 歴史的資料の管理方法 
【考え方】 

所管課からの移管後の歴史的資料の所在を明らかにし、検索を容易にするため

に、専管組織での整理作業の効率性に配慮しながら、歴史的資料を利活用しやす

い状態で体系的に管理します。 
【具体的な内容】 
・ 歴史的資料は、移管を受けた年度ごとに所管課別の体系で、書架に配架し、管

理します。 
・ 書架の配架体系にそって、歴史的資料管理目録を作成します。なお、区民が利

活用しやすい体系に整理した目録も準備します。 
 

④ 長期保存方法・環境 
【考え方】 

歴史的資料を長期間確実に保存するために、適切な保存環境のもと、長期保存

に耐えうる媒体で管理します。 
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【具体的な内容】 
・ 紙文書については空調や中性紙製の保存箱等、適切に保存管理できる環境を

確保したうえで保存します。なお、紙文書の劣化への対応や保存スペースの削

減という観点から、既存の古い資料等については、費用対効果を見極めながら、

電子化やマイクロフィルム化して保存する方法についても継続して検討していき

ます。 
・ 電子文書については、必要に応じて、保存のためのファイル形式の変換を行っ

たうえで文書管理システム内または外部記録媒体により電子文書のまま保存しま

す。 
 

４．２ 利活用 
区民による歴史的資料の利活用の視点から設定した 2 つの目標を達成するため

に、以下のような仕組みの実現を目指します。 
 

個人情報の適正な管理個人情報の適正な管理

区民の利活用しやすさの向上区民の利活用しやすさの向上

① 歴史的資料の公開① 歴史的資料の公開

② 利活用サービス② 利活用サービス

【目標】 【仕組み】

 
 

① 歴史的資料の公開 
【考え方】 

区民に対する説明責任の向上のために、情報公開条例や練馬区個人情報保護

条例（以下「個人情報保護条例」という。）に基づき、個人情報の取扱い等に十分配

慮しながら、公開可能な歴史的資料は利活用に提供していきます。 
【具体的な内容】 
・ 歴史的資料は原則公開とし、閲覧や複写等の利活用に供します。 
・ 刊行物等、個人情報等の非公開情報が含まれない歴史的資料は、迅速な公開

に努めます。 
・ 個人情報等の非公開情報が含まれる歴史的資料は、情報公開条例および個人

情報保護条例に基づき、請求の都度、対象歴史的資料を作成し、または取得し

た日からの時の経過や社会情勢の変化等を勘案し、公開の可否について判断

します。公開の可否の判断に際して、対象歴史的資料の内容によって必要な場

合には、専管組織と所管課との間で協議を行います。 
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② 利活用サービス 
【考え方】 

歴史的資料を利活用しやすくするために、資料の保存状態を良好に保つことにも

十分配慮しながら、サービス内容の充実を図ります。 
【具体的な内容】 
・ 新たに整備する歴史的資料の利用窓口や、既存の区政資料の利用窓口である

「区民情報ひろば」に、歴史的資料管理目録を備えます。 
・ 歴史的資料の利活用については、閲覧または複写等によることとします。 
・ 必要に応じてレファレンス（資料探しの援助）を行うことで、利便性の向上や説明

責任を果たすように努めていきます。 
・ インターネットを活用した歴史的資料の利活用に関する情報発信を検討していき

ます。また、職員に対しても、業務で活用されるよう周知等に努めます。 
 

４．３ 基盤・体制 
歴史的資料の収集・管理や利活用を支える基盤・体制の視点から設定した 4 つ

の目標を達成するために、以下のような仕組みの実現を目指します。 
 

専管組織の設置専管組織の設置

資料保存環境・情報システム
の整備

資料保存環境・情報システム
の整備

① 組織体制① 組織体制

② 施設機能② 施設機能

③ 情報システム③ 情報システム

④ 関係規程類④ 関係規程類選別基準等規程類の整備選別基準等規程類の整備

職員間の認識共有職員間の認識共有 ⑤ 研修・教育⑤ 研修・教育

【目標】 【仕組み】

 
 

① 組織体制 
【考え方】 

歴史的資料の収集・管理・利活用に関する一連の業務を適切に実施していくた

めに、専管組織を設けるほか、所管課の体制も整備します。 
【具体的な内容】 
・ 本区では、現在、情報公開、個人情報保護等の業務を所管している情報公開課

が、専管組織としての機能を担います。 
・ 専管組織の分掌事務は、つぎのとおりとします。 
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－歴史的資料の収集に関すること。 
（所管課からの歴史的資料の収集等） 

－歴史的資料の管理に関すること。 
（収集した歴史的資料の整理・配架、目録作成、長期保存対策等） 

－歴史的資料の利活用に関すること。 
（歴史的資料の閲覧・複写サービスの提供や相談対応等） 

・ 専管組織には、区政に関する広範な知識と区政資料の歴史的価値に関する知

識を有する人材を配置します。 
・ 所管課においては、保存環境の管理や歴史的資料の選別・移管、これらに関す

る職員への指導の役割を担う担当者を定め、専管組織との連携のもと、歴史的

資料の適正な管理に努めます。 
 

② 施設機能 
【考え方】 

歴史的資料の収集・管理・利活用を効果的に行うために、区民の利便性、迅速な

サービス提供、効率的な事務作業、区立図書館等関連施設の状況等を考慮しなが

ら、歴史的資料の収集・管理・利活用に必要な機能を備えたものとして整備します。 
【具体的な内容】 
・ 区民の利便性や迅速なサービスの提供に配慮するとともに、専管組織を担う情

報公開課の現行業務と、歴史的資料の収集・管理・利活用の業務を効率的に行

うために、必要な機能を一体的に備えた施設を区役所周辺に整備します（⇒詳

細は、17 頁の資料 3 に記載しています。）。 
・ 「区民情報ひろば」では、現用文書と歴史的資料の区別なく総合的に利用者へ

の案内や手続ができるよう、窓口間の連携を十分に図っていきます。 
・ 歴史的資料の利活用について、専管組織が運営する「区民情報ひろば」はもと

より、区立図書館や「石神井公園ふるさと文化館」等の公共施設との連携を図っ

ていきます。 
 
③ 情報システム 
【考え方】 

歴史的資料の収集・管理・利活用には、文書管理システムを活用して移管作業

の効率化を図り、歴史的資料やその目録を電子的に管理し、区民が検索して利活

用できるようにします。 
【具体的な内容】 
・ 歴史的資料の選別・移管は、運用しながら徐々に完成度を高めていくため、早

急に文書管理システムに改修を加えるのではなく、当初は、現在の文書管理シ

ステムが持つ機能を活用しながら、作業を行います。 
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・ 次期文書管理システム（平成 26 年度に更新予定）には、文書登録時の歴史的

資料該当有無の登録、保存年限満了時の所管課および専管組織による判断結

果の登録、歴史的資料管理目録の作成、目録照会等の機能を取り込み、作業の

効率化や情報管理の一元化を図ります（⇒詳細は、18 頁の資料 4 に記載してい

ます。）。 
 
④ 規程類 
【考え方】 

歴史的資料の収集・管理・利活用の仕組みを支えるために、新規規程類の整備

および既存規程類の改正を行います。 
【具体的な内容】 
・ 「（仮称）練馬区歴史的資料の収集、管理および利用に関する要綱」を新たに策

定します（⇒詳細は、20 頁の資料 5 に記載しています。）。 
・ 以下の既存規程類を改正します。 

－「練馬区文書管理規程」（歴史的資料の移管に関する記述を追加する。） 
－「練馬区区民情報ひろば運営要綱」（歴史的資料の利活用に関する相談・受

付および閲覧等の事務に関する記述を追加する。） 
・ 以下の既存規程類については、適宜調整を図ります。 

－「文書事務の手引」（歴史的資料の定義や移管に関する記述を追加する。） 
－「区長の管理する情報の公表および提供に関する事務取扱要綱」（歴史的資

料の公開との関係に関する記述を追加する。） 
 

⑤ 研修・教育 
【考え方】 

歴史的資料の収集・管理・利活用の仕組みを機能させ継続させていくために、歴

史的資料管理の意義について職員の意識改革や認識共有等を図ります。 
【具体的な内容】 
・ 歴史的資料の選別・移管、利活用等に関する研修等を実施し、区政資料管理体

制が着実に機能するだけでなく、説明責任を果たすに足る文書が適切に作成さ

れ、公正な意思決定が担保されるなど、一層透明で開かれた区政を担う職員風

土を醸成していきます。 
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４．４ 新たな仕組みの全体像 
「４．１ 収集・管理」、「４．２ 利活用」、「４．３ 基盤・体制」で整理した区政資料管

理の新たな仕組みの全体像は、図 2のとおりです。 
 

図 2 区政資料管理の新たな仕組みの全体像 

公表・提供施行

保管

収受

起案・決裁

• 研修等による歴史
的資料についての
職員の共通認識の
もと、文書を取得・
作成する

現用文書

地図、写
真等を含
む

刊行物等

収集・選別

• 適切な選別基準等の仕組みに基づき、専管組
織と所管課が連携して資料を選別し、移管する

• 情報システムの利用によって、効率的な事務処
理を行う

• 移管作業と同時に廃棄作
業を実施し、効率的な事
務処理を行う

廃棄

保存・管理

• 長期保存に適した良好な環境で保存・
管理する

• 主要資料は利活用しやすい体系で目
録を整備する

歴史的資料

区民情報ひろば

利活用

• 資料は原則公開とする。
ただし、非公開情報が
含まれる歴史的資料は
公開の可否について判
断する

• 情報システムを整備し、
資料検索、閲覧、複写、
レファレンス等、充実し
た利活用サービスを行う

歴史的資料の利用窓口

区民

連
携

• 窓口間での連携
を十分に図る

• 各課で文書を保管
する

保存年限満了

情報公開

公文書（取得・作成～歴史的資料としての収集・管理）

取得・作成

※職員にも利活用されるよう
周知等に努める

利用窓口

• 現用文書と歴史的資
料の区別なく、総合
的に区民への案内や
手続を行う
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５． 新たな仕組みの実現に向けた段階的な運用スケジュール 
 
「４．区政資料管理体制の新たな仕組み」を効果的に実現するためには、組織体

制、歴史的資料を収集・管理・利活用するための施設、次期文書管理システムへの

歴史的資料の収集・管理・利活用機能の取り込み等の整備が必要です。これらは、

今後数年間で段階的に整備することとします。 
そのため、これらの整備にあわせて、以下のとおり、運用方法を段階的に改善し

ていくこととし、平成 21 年度保存年限満了文書を対象に、歴史的資料の収集・管

理・利活用の取組を開始します。 
 

① ステップ 1：現行施設での運用 
平成 21 年度保存年限満了文書から、歴史的資料の選別・移管対象として選別

作業を開始し、平成 22 年度の文書廃棄作業の時期から専管組織に移管します。こ

の段階では、歴史的資料の管理や利活用に関する業務・サービスは現在の情報公

開室で行います。 
 

② ステップ 2：歴史的資料を収集・管理・利活用するための施設への移行 
歴史的資料を管理・利活用するための施設が整備され、業務を移行する段階で、

当該施設の機能に合わせた運用方法の調整を行います。その後、次期文書管理シ

ステム（平成 26年度に更新予定）への機能取り込みを行い、当該機能を活用した歴

史的資料の収集・管理・利活用方法に改善するものとします。 
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［資料］ 

資料 1 業務内容および業務の流れ 
 
当面の業務内容および業務の流れは、つぎのとおりです。なお、次期文書管理

システムの導入後は、当該システムの機能を活用した運用方法に変更するものとし

ます。 

 

②

所
管
課
選
別

③

専
管
組
織
一
次
選
別

④

移
管

公文書の移管

所管課判断結果の送付

歴史的資料の選別
（所管課判断）

所管課判断結果の送付

歴史的資料の選別
（所管課判断）

移管作業のお知らせ（専管組織一
次判断結果を含む）の送付

歴史的資料の選別
（専管組織一次判断）

移管作業のお知らせ（専管組織一
次判断結果を含む）の送付

歴史的資料の選別
（専管組織一次判断）

所管課

歴史的資料選別・移管一覧の作成

専管組織所管課

歴史的資料選別・移管一覧の作成

専管組織

①

準
備

⑤

専
管
組
織
最
終
選
別

⑥

歴
史
的
資
料
の
管
理

歴史的資料確定のお知らせ

歴史的資料の最終選別
（専管組織最終判断）

歴史的資料以外の公文書の廃棄

歴史的資料の整理・目録の作成

歴史的資料管理目録の公開

歴史的資料の収納・配架

歴史的資料確定のお知らせ

歴史的資料の最終選別
（専管組織最終判断）

歴史的資料以外の公文書の廃棄

歴史的資料の整理・目録の作成

歴史的資料管理目録の公開

歴史的資料の収納・配架

※刊行物等については、所管課が作成時等に専管組織に送付することと
し、移管された他の公文書と同様に専管組織が管理を行う。

歴史的資料確定の確認
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区分 要点 

①準備 ・文書管理システムから、保存年限満了予定文書のデータを抽

出し、歴史的資料選別・移管一覧を作成します。 
②所管課選別 ・所管課で、歴史的資料選別・移管一覧をもとに、歴史的資料と

して移管する公文書を選別します。 
③専管組織一次

選別 
・所管課による判断の後、専管組織による一次判断を行い、所管

課が廃棄作業の準備に着手する時期までに専管組織に移管

する公文書を決定します。 
④移管 ・文書本体の移管は、作業の効率性の観点から紙文書の廃棄作

業時（毎年度 7 月ごろ）に行います。 
⑤専管組織最終

選別 
・移管後は、専管組織で移管文書を 1 件ずつ確認し、歴史的資

料の最終選別を行います。 
・歴史的資料の確定後、最終選別の結果を所管課に送付しま

す。 
⑥歴史的資料の

管理 
・歴史的資料は管理番号を貼付して中性紙製の管理箱に収納

し、移管年度ごとに区分して配架します。 
・歴史的資料管理目録を作成し、情報公開室と「区民情報ひろ

ば」に備えるほか、区ホームページでも公開します。 
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資料 2 歴史的資料の選別基準 
 
歴史的資料の選別基準は、つぎのとおりです。 
 
1 各種の制度および機構の新設、変更、廃止に関するもの 

2 区政の施策、企画を具体的に示すもの 

3 各種条例、規則、要綱、基準等例規に関するもの 

4 行政事務執行上の監査に関するもの 

5 各種調査、統計類および報告に関するもの 

6 各種褒章、表彰等に関するもの 

7 各種委員会、審議会等に関するもの 

8 住民の請願、陳情、要望等に関する重要なもの 

9 住民の権利義務関係に関する重要なもの 

10 不服申立て、訴訟等に関するもの 

11 区の財政状況および財産の取得、管理、処分に関するもの 

12 都市計画、道路開削および変更など土地の変容に関するもの 

13 認可、許可、免許、承認通知、取消等の行政処分に関するもの 

14 重要な事務引継に関するもの 

15 区の行事および区内における重要な事件、災害等、区政および社会情勢を

反映するもの 

16 区が作成した印刷物で重要なもの 

17 その他、歴史的資料として保存すべき価値があるもの 
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資料 3 歴史的資料を収集・管理・利活用するための施設機能の概要 
 
歴史的資料を収集・管理・利活用するための施設機能の概要は、つぎのとおりで

す。なお、区民共有の財産である歴史的資料を管理することから、建物全体は、30
年分の資料を保管することを想定した規模としたうえで、防火設備や耐震・防犯構

造を備えるものとします。 
 

① 業務全般 

・ 事務室 【必要面積：約 60 ㎡】 
情報公開、個人情報保護等の従来の業務に加え、歴史的資料管理目録の作成、

公開方法の協議・審査、閲覧のための提供準備（部分公開の場合の処理、複写

物の準備等）等、情報公開課における業務全般を行います。 
 

② 収集・管理 

・ 選別・整理室 【必要面積：約 60 ㎡】 
専管組織に移管される歴史的資料を一時的に保管し、最終選別を行います。ま

た、収集した歴史的資料に管理番号を貼付して管理箱に収納するなどの資料整

理作業を行います。 

・ 保存庫 【必要面積：約 540 ㎡】 
可動書架を設置し、ここに管理箱を区分して収納します。なお、配架作業に必要

な通路・作業空間が必要なほか、長期にわたって歴史的資料の劣化を防ぐため

に必要な空調設備を備えます。 
 

③ 利活用 

・ 利用窓口 【必要面積：事務室の面積に含む。】 
歴史的資料の利活用（閲覧・複写等）に関する相談への対応（レファレンス）およ

び受付、閲覧時の歴史的資料の受渡し等を行います。なお、事務室と一体化さ

せ、業務の効率化を図ります。 

・ 閲覧室 【必要面積：約 40 ㎡】 
区民が目的の歴史的資料を検索、閲覧します。 
 

④ その他 

・ エレベーター、トイレ、廊下等【必要面積：約 250 ㎡】 
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資料 4 次期文書管理システムに取り込むべき機能 
 
次期文書管理システムに取り込むべき機能は、つぎのとおりです。 
 

段階 機能 概要 

1.収集 1-1. 歴 史 的 資

料該当有無情

報登録機能 

・文書登録時（収受、起案）に歴史的資料の該当有無を選

択し、登録できること。 

1-2.移管（所管

課判断）登録機

能 

・保存年限満了時に「廃棄」「歴史的資料として移管（所管

課判断）」「保存年限延長」を選択し、歴史的資料選別・移

管一覧（所管課判断結果付き）を作成できること。 

 

※文書登録時（収受、起案）に登録した歴史的資料の該当

有無と「歴史的資料として移管（所管課判断）」に差異が

ある場合は、備考欄に理由を記載できること。 

1-3.移管（専管

組織一次判断）

登録機能 

・専管組織による一次判断結果を登録し、歴史的資料選

別・移管一覧（専管組織一次判断結果付き）を作成できる

こと。 

1-4.移管（専管

組織最終判断）

登録機能 

・専管組織による最終判断結果を登録し、歴史的資料選

別・移管一覧（専管組織最終判断結果付き）を作成できる

こと。 

・専管組織による最終判断結果として歴史的資料として残

すこととなった公文書を歴史的資料として確定できること

（歴史的資料該当有無、所管課判断、専管組織一次判

断よりも専管組織最終判断が優先する。）。 

2．管理・

利活用 

2-1. 歴 史 的 資

料管理機能 

・歴史的資料に歴史的資料管理番号を付与し、管理できる

こと。 

※管理部署は専管組織に自動的に変更されること。 

※歴史的資料管理番号は、現用段階の所管課ごとに連番

とできること（移管年度－部署名－連番）。 

・歴史的資料を手動や自動で、PDF ファイルに変換して、

原本とあわせて管理できること。 

2-2.収納・配架

機能 

・歴史的資料に対して、当該文書が収納された歴史的資

料管理箱番号を登録できること。 

2-3. 歴 史 的 資

料管理目録作

成機能 

・歴史的資料選別・移管一覧（専管組織最終判断結果付

き）をもとに、歴史的資料を抜粋した歴史的資料管理目録

（歴史的資料管理番号順に整理した目録）を作成できるこ

と。 
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段階 機能 概要 

3.その他 3-1.照会 ・歴史的資料選別・移管一覧や歴史的資料管理目録を照

会できること。 

※一覧は、収集段階で登録した各判断結果、管理段階で

付与した各種番号、備考欄を含めて、確認できること。 

3-2.印刷・デー

タ書き出し 

・歴史的資料選別・移管一覧や歴史的資料管理目録の印

刷、電子データ（MS-Excel）での書き出しが、ともにできる

こと。 

※印刷や電子データへの書き出しは、随時できること（収

集段階で各判断結果等を登録した時や、歴史的資料管

理番号や歴史的資料管理箱番号を登録した時等）。 

3-3.権限設定 ・組織（所管課、専管組織）や役割（選別担当等）ごとに、

各処理の処理権限（更新・照会可／照会のみ可／利用

不可）を設定できること。 
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資料 5 新規規程（骨子） 
 
「（仮称）練馬区歴史的資料の収集、管理および利用に関する要綱」の骨子は、

つぎのとおりです。 
 

項目 概要 

目的 ・練馬区に関する歴史的資料の収集、管理および利用に関し必要な

事項を定めることにより、歴史的資料を区民共有の財産として継承、

利用に供し、もって透明で開かれた区政経営に資することを目的とす

る。 
定義 ・「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文

書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録であって、当該実施機関

が管理しているものをいう。 
・「歴史的資料」とは、選別基準により選別した公文書をいう。 
※その他、「実施機関」「所管課」を定義する。 

歴史的資料の

収集 
・専管組織は歴史的資料を収集する。 

歴史的資料の

移管 
・所管課と専管組織が連携して選別基準に基づき歴史的資料を選別

する。所管課から専管組織へ歴史的資料を移管する。 
歴史的資料の

管理 
・専管組織が所管課から移管を受けた歴史的資料を整理・分類し、適

切な記録媒体、管理環境のもと、適正に保存する。歴史的資料の目

録を整備し、適切な方法により公表する。 
歴史的資料の

利用 
・歴史的資料は原則、利用に供することとする。ただし、個人情報等の

非公開情報が含まれる歴史的資料は情報公開条例および個人情報

保護条例に基づき、情報公開請求および自己情報の開示請求により

利用に供することとする。 
※その他、規定

する項目 
・歴史的資料の廃棄 
・寄贈の受け入れ 
・利用の停止、禁止 
・その他 
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資料 6 計画策定の経過 
 
○ 練馬区区政資料管理整備計画策定委員会設置要綱 
 
（設置） 

第1条 練馬区に関する公文書、刊行物等で歴史的資料として重要なものを体系的に

収集、整理、保存し、その活用を図りながら、区民共有の財産として末永く後世に

伝えるため策定する「区政資料管理整備計画」の検討を行う組織として、練馬区区

政資料管理整備計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（構成） 

第2条 委員会は、別表に掲げる職にある者のほか、区長が特に必要と認める委員を

もって構成する。 

2 委員会に委員長および副委員長を置く。 

3 委員長は総務部長とし、副委員長は情報公開課長および文書法務課長とする。 

（運営） 

第3条 委員会は委員長が招集し、主宰する。 

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見

を聴くことができる。 

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。 

（検討事項） 

第4条 委員会は、つぎに掲げる事項について検討し、その結果を区長に報告する。 

(1) 練馬区区政資料管理整備計画に関する事項 

(2) その他区政資料管理整備に関し必要と認める事項 

（作業部会） 

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の下に委員会の検討事項を調

査、研究するための作業部会を設置することができる。 

（謝礼金） 

第6条 委員以外の者（区職員を除く。）の出席を求めた場合に支払う謝礼金の額に

ついては、別に定める。 

（庶務） 

第7条 委員会の庶務は、総務部情報公開課において処理する。 

（委任） 

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長

が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。 
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別表（第2条関係） 

職 名 

総務部長 区長室広聴広報課長 企画部企画課長 総務部総務課長 

区民生活事業本部経営課長 健康福祉事業本部経営課長 

環境まちづくり事業本部経営課長 学校教育部庶務課長 

総務部文書法務課長 総務部情報公開課長 総務部副参事（区政資料担当） 

 
 
○ 練馬区区政資料管理整備計画策定委員会の検討経過 
 

年度 回 開催日 検討内容 

平成

20
年度 

準備

会 

平成 20 年 4 月 23 日 ○ 区政資料管理整備計画の策定について 
○ 「練馬区区政資料管理整備計画策定委員

会設置要綱（案）」について 
○ 区政資料管理整備計画策定支援業務委託

の内容について 
○ 検討日程について 

 
第1回 平成 20 年 5 月 13 日 ○ 委員会の検討事項と検討日程の確認 

○ 支援業務委託事業者について 
・ 選定基準・仕様決定 
・ 募集要領策定 

   ○ 庁内調査の実施（事務局） 
・ 庁内アンケート調査（8 月 5 日） 
・ 関係部署職員によるディスカッション（8

月 21 日） 
 

第2回 平成 20 年 9 月 11 日 ○ 検討課題の把握と整理 
・ 庁内調査の実施概要と調査結果の確認

・ 課題の整理 
○ 他自治体事例調査について 

・ アンケート調査の実施予定内容の確認 
・ 視察・ヒアリング候補自治体の決定 

 
第3回 平成 20 年 10 月 29 日 ○ 視察 

・ 川崎市公文書館 
・ 藤沢市文書館 

   ○ 視察（事務局） 
・ 板橋区公文書館（10 月 22 日） 
・ 久喜市公文書館（11 月 5 日） 

 
第4回 平成 20 年 12 月 22 日 ○ 区政資料管理に関する基本方針の確認と

目標整理 
○ 区政資料管理体制の新たな仕組みについ

ての検討 
○ 他自治体事例調査結果の確認 

 
第5回 平成 21 年 2 月 2 日 ○ 区政資料管理体制に関する報告書（案）の

検討 
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年度 回 開催日 検討内容 

平成

21
年度 

第1回 平成 21 年 5 月 20 日 ○ 平成 20 年度検討経過について 
○ 歴史的資料の収集・管理・利活用に関する

業務内容等について 
○ 規程類の内容や構成について 
○ 今後の予定について 

 
第2回 平成 21 年 6 月 18 日 ○ 歴史的資料を管理・利活用するための施設

の概要について 
○ 規程類の内容や構成について 
○ 区政資料管理整備計画の構成について 

 
第3回 平成 21 年 7 月 6 日 ○ 区政資料管理整備計画（素案）について 

 
第4回 平成 21 年 8 月 5 日 ○ 区政資料管理整備計画（素案）について 

 
第5回 平成 21 年 10 月 27 日 ○ 区民意見反映制度の実施結果について 

○ 区政資料管理整備計画（案）について 
 

 

○ 作業部会の開催状況 
 

回 開催日 検討内容 

第1回 平成 21 年 6 月 19 日 ○ 歴史的資料の収集・管理・利活用に関する新規規

程について 
第2回 平成 21 年 6 月 25 日 ○ 「（仮称）練馬区歴史的資料の収集、管理および利

用に関する要綱」（新規要綱）の内容について 
第3回 平成 21 年 7 月 29 日 ○ 新規要綱と練馬区情報公開条例および練馬区個

人情報保護条例との関係について 
第4回 平成 21 年 8 月 10 日 ○ 本計画書の新規要綱関連文章の調整について 

 

作業部会員 

総務係長    情報公開担当係長    文書法務担当係長および係員 

個人情報保護担当係長  区政資料管理計画担当係長および係員               

練馬区の歴史に関する専門調査員 

 



 

 

練馬区区政資料管理整備計画（案）概要 

 
1. 計画の策定に当たって 

行政機関は、意思決定および業務遂行を適正かつ円滑に行うとともに、その

活動記録である公文書を広く公開し、「説明責任」を果たしていかなければなら

ない。 
本区では、これまで練馬区文書管理規程等に基づいて公文書を管理するとと

もに、練馬区情報公開条例に基づき、その公開や情報の公表・提供に努めてき

た。 
一方、区が果たすべき「説明責任」は、現在の区民だけではなく、将来の区民

に対しても負っているものである。この視点でとらえると、公文書は、職員が業務

で利用するためだけでなく、その多くが区政の主要な活動を跡付けるもので、区

民の共有財産として将来にわたって残すべき資料（以下「歴史的資料」という。）

でもある。しかしながら、多くの自治体と同様に、本区においても、公文書を歴史

的資料という視点から収集・管理し、利活用につなげる仕組みについては、これ

まで十分ではなかった。 
そこで、本区では国※や他自治体の動向を踏まえながら、歴史を持つ基礎自

治体としての資料管理体制を一層充実させるために、以下の基本方針のもと、

（１）歴史的資料の「収集・管理」、（２）区民等による歴史的資料の「利活用」、（３）

それらを支える「基盤・体制」の３つの視点から、区政資料管理の新たな仕組み

を検討し、区政資料管理整備計画（案）を策定した。 
 

 
《基本方針》 

 
 
 
 

 

公文書（刊行物等を含む。）のうち、歴史的資料として重要なも

のを体系的に収集・管理し、区民共有の財産として継承、利活用

することで、より一層透明で開かれた区政経営を実現する。 

 
 
 
 
※国の動向：国は省庁ごとに管理されてきた公文書等の適切な保存と利用を図り、現在およ
び将来の国民への説明責任を果たすことなどを目的に、平成 21 年（2009 年）7 月 1 日、公
文書等の管理に関する法律(平成 21 年法律第 66 号)を制定・公布した。この法律は、国の
行政機関や独立行政法人等に適用されるもので、公布の日から 2 年以内に政令で定める日
から施行することとされている。 

地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正管理に関する必
要な施策の策定と実施に努めるものとされている。 
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2. 区政資料管理の現状と課題 

関連規程等の調査や庁内調査を実施した結果、写真、フィルム等も含めた歴

史的資料の収集・管理や利活用についての仕組みが整備されておらず、また、

それらを支える基盤・体制も十分ではなかった。この現状を踏まえ、３つの視点か

ら課題を整理した。 

3. 区政資料管理のあるべき姿 

本区の現状と課題を踏まえ、「基本方針」の実現に必要な目標を具体化し、区

政資料管理のあるべき姿として整理した。 

（１） 「収集・管理」の視点 

・ 持続可能な歴史的資料の移管 
・ 資料を長期間管理する仕組みの整備 

（２） 「利活用」の視点 

・ 個人情報の適正な管理 
・ 区民の利活用しやすさの向上 

（３） 「基盤・体制」の視点 

・ 専管組織の設置 
・ 資料保存環境・情報システムの整備 
・ 選別基準等規程類の整備 
・ 職員間の認識共有 

4. 区政資料管理の新たな仕組み 

今後は、新たな仕組みを整備し、保存年限の満了を迎えた公文書を選別し、

歴史的資料として収集・管理し、利活用に供することとする。なお、歴史的資料と

して収集する資料は、職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、

フィルムおよび電磁的記録とする。 

（１） 収集・管理 

・ 専管組織と、公文書を作成し、または取得し管理する各部署（以下「所管

課」という。）が連携して選別作業を行うとともに、移管作業を効率的に行え

るように業務の流れを設定する。 
・ 歴史的資料の選別基準を設け、歴史的資料収集の基本的な考え方を示し、

所管課と協議しながら収集範囲の明確化を図る。 
・ 歴史的資料の目録を整備し、区民の利便性の確保を図る。 
・ 歴史的資料は、長期保存に適した環境のもとで保存・管理する。 
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（２） 利活用 

・ 個人情報等の非公開情報が含まれない歴史的資料は、迅速な公開に努

め、閲覧や複写等の利活用に供する。 
・ 個人情報等の非公開情報が含まれる歴史的資料は、練馬区情報公開条

例および練馬区個人情報保護条例に基づき、公文書公開請求等の都度、

公開の可否について判断する。 
・ 歴史的資料の利活用は閲覧または複写等によることとし、レファレンス（資

料探しの援助）やインターネットを活用した情報発信によって、利便性の向

上に努める。 

 
（３） 基盤・体制 

・ 専管組織としての機能は情報公開課が担い、所管課においては歴史的資

料の選別や移管に関する担当者を定める。 
・ 現在の情報公開課の業務に加え、歴史的資料の収集・管理・利活用業務

に必要な機能を一体的に備えた施設を整備することとし、あわせて既存の

区政資料の利用窓口である「区民情報ひろば」においても歴史的資料の

案内や手続きができるようにする。 
・ 次期文書管理システム（平成 26 年度に更新予定）には、文書登録時の歴

史的資料該当有無の登録、保存年限満了時の判断結果の登録、歴史的

資料管理目録の作成、目録照会等の機能を取り込む。 
・ 歴史的資料の収集・管理・利活用に関する要綱を新たに策定し、関連する

既存規程類を必要に応じて改正する。 
・ 職員研修等を実施し、区政資料管理体制が着実に機能するだけでなく、

説明責任を果たすに足る文書が適切に作成されるなど、一層透明で開か

れた区政を担う職員風土を醸成する。 

5. 新たな仕組みの実現に向けた段階的な運用スケジュール 

今後数年間で、組織体制、歴史的資料を収集・管理・利活用するための施設

および次期文書管理システムの整備にあわせて、以下のとおり、運用方法を段階

的に改善していく。 

（１） ステップ 1：現行施設での運用 

・ 平成 21 年度保存年限満了文書から選別作業を開始し、平成 22 年度の文

書廃棄作業の時期から専管組織に移管する。 

（２） ステップ 2：歴史的資料を収集・管理・利活用するための施設への移行 

・ 当該施設の機能に合わせた運用方法の調整を行い、その後、次期文書管

理システムへの歴史的資料の収集・管理・利活用機能の取り込みを行う。 
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【参考】 区政資料管理の新たな仕組みの全体像 

公表・提供

施行

保管

収受

起案・決裁

• 研修等による歴史
的資料についての
職員の共通認識の
もと、文書を取得・
作成する

現用文書

地図、写
真等を含
む

刊行物等

収集・選別

• 適切な選別基準等の仕組みに基づき、専管組
織と所管課が連携して資料を選別し、移管する

• 情報システムの利用によって、効率的な事務処
理を行う

• 移管作業と同時に廃棄作
業を実施し、効率的な事
務処理を行う

廃棄

保存・管理

• 長期保存に適した良好な環境で保存・
管理する

• 主要資料は利活用しやすい体系で目
録を整備する

歴史的資料

区民情報ひろば

利活用

• 資料は原則公開とする。
ただし、非公開情報が
含まれる歴史的資料は
公開の可否について判
断する

• 情報システムを整備し、
資料検索、閲覧、複写、
レファレンス等、充実し
た利活用サービスを行う

歴史的資料の利用窓口

区民

連
携

• 窓口間での連携
を十分に図る

• 各課で文書を保管
する

保存年限満了

情報公開

公文書（取得・作成～歴史的資料としての収集・管理）

取得・作成

※職員にも利活用されるよう
周知等に努める

利用窓口

• 現用文書(職員が職

務上作成し、または
取得した保存年限満
了前の公文書)と歴史

的資料の区別なく、
総合的に区民への案
内や手続を行う

 
 



意見募集期間：平成21年9月11日～10月9日

寄せられた意見の件数：6件(22項目)

項目 NO ご意見（要旨） 区の考え方

1

 
   素案は区民のニーズを反映していない。税金
を使って人・物・金をかける程、区政資料の整備
が重要か疑問がある。限りある税金は、医療・福
祉・教育など、誰もが納得できる案件に使って欲
しい。

　
   透明で開かれた区政運営の実現のために、
区民の皆様への説明責任を果たすことが重要
です。この説明責任は現在の区民のみならず、
将来の区民にも果たすべきものです。そのため
には、区政の活動記録である公文書を区民の共
有財産として、継承、利活用できることが必要で
あり、現在、保存年限満了後に廃棄している公
文書のうち、歴史的資料として重要なものを収
集・管理していくことを計画しました。
　 計画の実施に当たっては、効率的な業務の運
営に努めていきます。

2

 　変意欲的な取り組みであると思う。有識者に
よるものではなく、行政内部の方々の検討の結
果という点が、大変すばらしいと思う。

　
   区政資料の管理については、区役所業務の
実務面での検討が中心となるため、庁内の職員
により検討を進めてきました。

練馬区区政資料管理整備計画（素案）に係る区民意見反映制度実施結果

3

　
   公文書管理法の制定とも時期を同じくする時
宜を得たもので、計画が実現することを強く希望
する。

　
   計画を着実に実施していけるよう、努めていき
ます。

4

　
   本文の説明にあたって、「区政の活動を記録
した公文書（刊行物などを含む）を、歴史的資料
として収集・管理・活用するための計画です。」と
あるが、歴史的とはどういう意味で使っているか
疑問がある。民主的に区政を進めようとするな
ら、こうしたサービスは不可避なものである。単
に重要なものという語を用いる方がよいと思う。

　 ご指摘の部分は、区報掲載の文章で、内容を
省略した説明であったため、分かりづらいもので
あったと思います。
 　計画では、現在の区民だけではなく、将来の
区民に対しても説明責任を果たしていくことを視
点にとらえ、公文書のうち、区政の主要な活動を
跡付けるもので、区民共有の財産として将来に
わたって残すべき資料を歴史的資料としていま
す。

5

　
    区民への情報提供なのか、議員や職員な
ど、区政の専門家への提供なのかなどによって
異なる問題が想定される。特に場所による制約
が大きい。

　 区民に対する説明責任を果たすことを本計画
の基本方針としていますが、議員や職員が利用
することも考えています。

6

　
   問題解決プロジェクトを官民合同で開催して案
を作る方法もある。

　
   計画を策定するにあたり、平成20年5月に庁
内に区政資料管理整備計画策定委員会を設置
して検討してきました。また、今回、区民の皆様
からご意見をお聞きし、計画を策定していきま
す。

計
画
全
体

1



項目 NO ご意見（要旨） 区の考え方

7

　
   「歴史的資料の選別基準」について、「意思形
成過程情報」も選別の対象になるのか。決裁文
書のみが対象になるのでは、区が果たすべき説
明責任を果たすことができないように思う。

　
   練馬区情報公開条例および練馬区文書管理
規程では、決裁文書だけでなく、文書の作成や
保存について、適正な管理を定めており、意思
形成過程に係る文書等も歴史的資料の選別の
対象と考えています。この旨を補足するため、本
計画の７ページ「②歴史的資料の選別基準」の
箇所に意思形成過程を含む説明の記載を加え
ました。

8

　
   行政刊行物は評価選別の必須アイテムでもあ
り、その定義を明確にし、各所管課にその送付
を義務付けるような制度の検討を奨める。

　
   現在、「区長の管理する情報の公表および提
供に関する事務取扱要綱」により、区の刊行物
は情報公開課へ送付するようになっています。

9

　
   計画が対象とする行政刊行物は、収集・保存・
活用の役割分担を図書館との間で明確にすべ
きである。従来は行政刊行物＝地域資料＝永
久保存という考え方だったと思うが、 図書館は
行政刊行物を一定期間（例えば５年間）に抑制
又は「原則、収集保存しない」とし、永久的な保
存は「歴史的資料」として行うようにする。役割分
担、資源配置の見直しを行うことで、従来地域資
料に配分していた図書館スペースを他に活用可
能である 効率的な保存と歴史的公文書の保存

　
   現在、区の刊行物の閲覧等については、区民
情報ひろばで公文書公開、区政資料の提供およ
び情報公開等の業務の一環として実施していま
す。本計画も区政の説明責任を果たすことを趣
旨としており、行政刊行物についても、歴史的資
料として継承していくために、収集・保存・活用し
ていくことが重要であると考えています。一方、
図書館は図書等を区民の利用に供し、教養、調
査研究、レクリエーション等に資することを目的
としています また 区の刊行物を多くの方々が

4・１
収
集
・
管
理

能である。効率的な保存と歴史的公文書の保存
公開レファレンスの観点から、有効性があると思
われる。

としています。また、区の刊行物を多くの方々が
利用できる機会を確保するため、図書館でも利
用できることが必要であると考えています。

10

　
   公開の可否判断が、専管組織と所管課の協
議によってのみなされるとの印象を受けた。第
三者機関を設置し、公開の可否判断の客観性を
担保する必要があると思う。

　
   歴史的資料として管理する文書も、保存年限
が満了する前の文書と同様に位置づけ、練馬区
情報公開条例および練馬区個人情報保護条例
の適用とするものと考えています。区では、第三
者機関として練馬区情報公開および個人情報保
護審査会を設置しており、歴史的資料の公開決
定等に係る不服申し立てについてもその審査事
項に該当することになります。

11

　
   既存の公文書館施設では、公文書館資料の
公開について、情報公開及び個人情報保護制
度の適用除外とする場合が殆どであり、将来的
には、歴史的公文書の公開について、適用除外
とすることが望ましいと考える。

　
   本計画では、歴史的資料として管理する文書
も、保存年限が満了する前の文書と同様に位置
づけ、練馬区情報公開条例および練馬区個人
情報保護条例の適用とするものと考えていま
す。練馬区情報公開条例および個人情報保護
条例に基づき、請求の都度、公開の可否につい
て判断します。

４・２
利
活
用

①
歴
史
的
資
料
の
公
開

2



項目 NO ご意見（要旨） 区の考え方

12

　
   研修・教育と併せ、文書の作成・収受から歴史
的資料の収集・管理・利活用に至るまでの各段
階における業務が適正であるか否かをチェック
する体制を整備することが必要だと思う。日常的
なチェック機能なくして、継続的かつ適正な歴史
的資料管理はなしえないと思う。

　
   各課に配置されている文書主任および文書取
扱主任により、文書の作成・収受や文書事務に
係る進行管理等の文書管理を行っています。併
せて、歴史的資料については、その選別・移管
や職員への指導的役割を担う担当者を定め、専
管組織との連携のもと、業務が適正に行われる
よう、進めていきます。

13

　
   当該業務については、行政的素養を有した一
般行政職員が行うことは、国立公文書館等の研
修を受講することによって可能だが、中長期的
な視点でみると、専門職を採用し、制度構築・運
営を図ることが望ましい。専門職配置・採用につ
いてどのように考えるか。

　
   情報公開課には、区の公文書に精通し、区政
に関する広範囲な知識と区政資料の歴史的価
値に関する知識を有する人材を配置することを
検討します。専門職配置については、現在のと
ころ計画していません。

14

　
   歴史的資料を保存し、区民へ提供する部署に
ついて、一般的には図書館の一部に専門の係
を置くことが多いと思う。司書業務としての資料
分類、保存の仕方、区民へのサービスのあり
方、レファレンスの仕方など、図書館業務そのも
のだから、図書館サービスの一環として考えた
方が順当だと思う。図書館にやってほしいと思
う。

　
   現在、情報公開課が区民情報ひろばにおい
て、公文書公開、区政資料の提供および情報公
表等の業務を実施しています。本計画は公文書
のうち歴史的資料として重要なものを収集・管理
し、利活用し、透明で開かれた区政経営を実現
することを目的とするもので、今後、収集し、保
存していく区政資料についても、情報公開の総
合的な推進の一環として、情報公開課が担当す

４・３
基
盤
・
体
制

①
組
織
体
制

う。 合的な推進 環 、情報公開課 担当す
ることとしています。
   資料分類や保存の仕方、区民サービス、レ
ファレンス等、区民情報ひろばと連携し、工夫し
て行っていきます。

15

　
   資料の収集や管理・活用に必要な機能を備え
た施設の整備について、学校跡地の利用を提
案する。新築すると経費がかかる。光が丘学校
跡施設は、環境がよく、耐震性にも優れている。
本庁舎内等のスペースでは将来、不足が予想さ
れる。 例えば、江東区の深川図書館は、100年
の歴史がある。区も100年、200年先を見据えて
計画を練って欲しい。区民に愛される資料館に
なるよう配慮願いたい。

　
   ご利用される区民の皆様の利便性や歴史的
資料の収集や利用に際して区役所庁舎内の担
当部署との連携の必要性を考え、資料の収集・
管理・活用に必要な機能を備えた施設は、区役
所周辺にあることが望ましいと考えています。
   将来にわたり資料を保管でき、かつ区民の皆
様に利用していただけるよう努めます。

16

　
　 資料を現存のまま保存するのか、デジタル化
するのか、保存場所の大きさ、資料の分類保
存、取り出し易さ、メンテナンスの違いなど維持
管理上の細かい問題について考慮しなければ
ならない。毎年廃棄されている資料の自動倉庫
機能をもった図書館などが必要ではないか。光
が丘の学校跡地に、図書館の廃棄される資料と
区政の保存資料を一緒に自動倉庫機能として
オープンできるのではないか。運営は民間委託
でも可能。

　
 　区政資料の保存については、デジタル化やマ
イクロフィルム化など、ご指摘の点を考慮し、費
用対効果を見極めながら検討していきます。
   区政資料の保管場所については、この資料を
利用される区民の皆様の利便性や区役所庁舎
内の担当部署との連携の必要性から、区役所
周辺にあることが望ましいと考えています。

4・３
基
盤
・
体
制

②
施
設
機
能
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項目 NO ご意見（要旨） 区の考え方

17

　
   歴史的資料を整理しインターネットで公開する
システムの構築やデータ収集の計画は、大変良
いことだと思う。

　
   収集した資料の目録を作成し、ホームページ
に掲載することを検討しています。また、現在の
文書管理システムの改修時に、歴史的資料の
収集・管理・利活用に活かせるような機能を盛り
込むことを検討しています。

18

　
   次期文書管理システムにおいては、文書作成
段階で公開・非公開の判断を示しておくようにで
きないか。文書作成者が当該文書の内容につ
いては一番わかっているので、その段階で公
開・非公開の判断（非公開部分）を判断しておく
ことが、情報公開や歴史的資料の公開において
も利便であると思う。

　
   現在の文書管理システムにおいても、文書作
成の段階で、文書作成者が公開の可否と非公
開の理由を選択するようになっています。さら
に、次期文書管理システムにおいては、文書登
録の時点で歴史的資料の選別ができるように検
討していきます。

19

　
    要綱で利用に関することも定められるとのこ
とだが、条例であることが必要だと思う。歴史的
資料の利用に供する施設（窓口）ができるので、
地方自治法上の公の施設になるのではないか。
また、新規規程で「利用の停止、禁止」が示され
ているが、地方自治法上、条例事項であると思
う。

　
   要綱では、区民情報ひろばでの利用を含め
て、歴史的資料の利用について定めることとして
います。施設機能については、専管組織を担う
情報公開課の現行業務（情報公開、個人情報保
護および区政資料の収集・提供業務）に加えて、
歴史的資料の収集・管理・利活用の業務を行う
ために必要な機能を備えることとしています。情
報公開課が現行業務を行っている施設において
も区政資料の提供を行っており、新たに歴史的
資料の利用業務とそれに伴う施設機能が加わっ
ても 事務所機能が中心である庁舎と同様に位

４・３
基
盤
・
体
制

③
情
報
シ
ス
テ
ム

ても、事務所機能が中心である庁舎と同様に位
置づけられる施設であると考えています。
    また、要綱で定める「利用の停止、禁止」は、
権利や義務を規定するものではなく、資料の整
理・保存上、支障がある際の複写や閲覧の停止
などを規定することを考えています。

20

　
   「保存年限」は国の情報公開制度に準じる表
現として、｢保存期間」に統一することが望ましい
と考える。

　
   練馬区文書管理規程等、区では、「保存年限」
の用語を使用しており、本計画でも合わせて使
用しています。

21

　
   公文書管理法や公文書館法等の法律が現存
するなかにあっては、「練馬区公文書館整備計
画」又は「練馬区歴史的公文書管理整備計画」
といった表記のほうが、一般的だと思う。

　
    本計画は、情報公開制度の充実を図るもの
であり、保存年限満了前の公文書に加えて、保
存年限満了後の公文書のうち歴史的資料につ
いて、新たに対象とするものですが、本計画の
策定にあたっては、公文書の作成から廃棄に至
る過程に配慮しながら検討しました。なお、計画
の名称に区政資料としているのは、歴史的資料
として収集する資料を文書以外にも図画、写真、
フィルム、電磁的記録など、幅広く考えているた
めです。

22

　
   当面、要綱に基づく歴史的公文書の保存活用
を目指す点は、現区の人員等体制を鑑みても現
実的判断として評価するが、国が公文書管理を
法律によって規定したことから、地方自治体も条
例によって公文書管理を規定しなければならな
いと思う。また公文書館の設置を期待する。

　
   区の公文書管理については、練馬区情報公
開条例、練馬区文書管理規程等により規定され
ています。計画は、公文書を適切に管理し、将
来にわたる区民への説明責任を果たすことを目
的としており、公文書管理法の趣旨に則ったも
のです。現在のところ、公文書管理に関する条
例の制定や公文書館の設置については、計画し
ていません。

４・３
基
盤
・
体
制

④
規
程
類

ていません。
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